
上水道算定表（１ヶ月ごと、税別） 令和４年　５月料金より

区分

用途 第1段 第2段 第3段 第4段 第5段

一般用 13mm 690円 1m3から5m3

まで
5m3を超え

10m3まで

10m3を超え

15m3まで

15m3を超え

30m3まで

30m3を超え
る部分

（飲食
業、

20mm 1,080円 1m3につき
30円

1m3につき
100円

1m3につき
120円

1m3につき
130円

1m3につき
140円

ホテル業
等含む）

25mm 1,560円

30mm 2,340円

40mm 3,490円

50mm 6,310円

75mm 15,270円

100mm 29,750円

150mm 77,530円

下水道算定表（１ヶ月ごと、税別） 平成２２年　８月料金より

種別 区分 汚水量 金額 ※　税抜きなので注意してください。
基本料金 5立方メートルま

で
620円

5立方メートルを
超え10立方メート
ルまで

130円

10立方メートルを
超え15立方メート
ルまで

135円

15立方メートルを
超え20立方メート
ルまで

140円

20立方メートルを
超え30立方メート
ルまで

145円

30立方メートルを
超え40立方メート
ルまで

150円

40立方メートルを
超え50立方メート
ルまで

155円

50立方メートルを
超え100立方メー
トルまで

165円

100立方メートル
を超える部分

175円

公衆浴場
汚水

1立方メートルに
つき

30円

合併浄化槽
人槽区分 使用料の

額(税抜)
備考 使用料の額

(10%税込)
5人槽 3,000円 3,300円
6人槽 3,100円 3,410円
7人槽 3,200円 3,520円
8人槽 3,300円 3,630円
10人槽 3,500円 3,850円

地区管理の集会
所等は、税抜
3,500円（税込
3,850円）とす
る。

1m3につき250円
共用給水装置 1世帯又は1か所につき、専用給水装置とみなして専用給水装置の例により計算する。

一般汚水

超過料金
(1立方
メートル
につき)

専用給水
装置

メーターの口径 基本料金(1か
月につき)

従量料金(1か月につき)

特別用 臨時給水（工事現場等） 一般用の使用口径の10％増

船舶給水

1m3につき140円


